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１．顧問契約（一定期間の間隔で会社へ訪問します） 

費用について

人数／金額

（月額）

5名まで

16,500円～

6－10名

22,000円～

11－20名

33,000円～

21-30名

44,000円～

人数／金額

（月額）

31－40名

55,000円～

41－50名

66,000円～

51－60名

77,000円～

61－70名

88,000円～

人数／金額

（月額）

71－80名

99,000円～

81名以上

別途協議

※ほとんどの全ての手続きが入っています。また、助成金申請
手続きは、成功報酬で受給額の１５％が報酬となっています。
助成金の報酬は、入金があるまで一切費用は掛かりません。
助成金で必要な就業規則等の作成・改定は別途費用が掛かりま
す。
顧問報酬に含まれるもの：社会保険・労働保険手続き代行・各
種協定書作成（36協定等）・雇用契約書フォーマットの作成・
助成金の提案や情報提供・法律改正等の情報提供・相談アドバ
イスなど）

顧問報酬に含まれないもの（別途費用が掛かります）
・就業規則等の作成等・人事評価制度の作成等・適性検査・行
政による調査の立会、事後対応・求人票の作成指導・給与計算
業務など

※ 人数は役員を含みます。
  契約後１年間は人数が増えても変更はありません。

2．給与計算業務サポート

内容 費用（税込） 期間

基本料金 11,000円 給与支払日の３日前までにデータ
またはレターパックライトにて送
付

（当事務所指定用紙及び封筒にて納
品）

20名まで 1,100円/人

21名～50名 825円/人

51名以上 550円/人

※ WEB給与明細は1人あたり165円(税込）
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3．助成金申請サポート 

内容 費用 期間

ご相談・診断 無 料 1時間程度

申請代行サポート
（顧問契約あり）

受給額の１５％ 2週間～

４．就業規則コンサルティング

５．採用・労働時間・賃金制度コンサルティング（キュービック）

※関係法令に基づく最低限のリーガルチェックを行い、違反部分の訂正を行うものです。
また、賃金規程や育児介護休業規程等の付属規程のチェックは含まれておりません。

内容 費用（税込） 期間

ご相談 無 料 1時間程度

診断（顧問契約なし） ５,500円～
2週間程度

診断（顧問契約あり） 無 料

就業規則改定

（顧問契約なし）
110,000円～

1か月程度～
就業規則改定

（顧問契約あり）
55,000円～

就業規則作成

（顧問契約なし）
※220,000円～

2か月程度～
就業規則作成

（顧問契約あり）
※165,000円～

内容 費用（税込） 期間

ご相談 無 料 1時間程度

採用診断CUBIC 3,300円～6,600円/人 ５営業日

賃金制度診断・提案 220,000円～ 1か月程度

労働時間制度構築 165,000円～ 1か月程度
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